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○ 地 域 の 自 主 性 及 び 自 立 性 を 高 め る た め の 改 革 の 推 進 を 図 る た め の 関 係 法 律 の 整 備 に 関 す る 法 律 （ 平 成 二 十 三 年 法 律 第 号 ） （ 附 則

第 十 七 条 関 係 ） （ 傍 線 部 分 は 改 正 部 分 ）

改 正 案 現 行

第 七 条 削 除

附 則

（ 施 行 期 日 ）

第 一 条 こ の 法 律 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。 た だ し 、 次 の 各 号 に

掲 げ る 規 定 は 、 当 該 各 号 に 定 め る 日 か ら 施 行 す る 。

一 （ 略 ）

（ 特 定 非 営 利 活 動 促 進 法 の 一 部 改 正 ）

第 七 条 特 定 非 営 利 活 動 促 進 法 （ 平 成 十 年 法 律 第 七 号 ） の 一 部 を 次

の よ う に 改 正 す る 。

第 九 条 第 一 項 中 「 知 事 」 の 下 に 「 （ そ の 事 務 所 が 一 の 指 定 都 市 （ 地

方 自 治 法 （ 昭 和 二 十 二 年 法 律 第 六 十 七 号 ） 第 二 百 五 十 二 条 の 十 九

第 一 項 の 指 定 都 市 を い う 。 以 下 同 じ 。 ） の 区 域 内 の み に 所 在 す る 特

定 非 営 利 活 動 法 人 に あ っ て は 、 当 該 指 定 都 市 の 長 ） 」 を 加 え る 。

第 十 条 第 一 項 中 「 都 道 府 県 」 の 下 に 「 又 は 指 定 都 市 」 を 加 え る 。

第 四 十 三 条 の 二 中 「 都 道 府 県 知 事 」 の 下 に 「 又 は 指 定 都 市 の 長 」

を 加 え る 。

第 四 十 四 条 の 二 第 一 項 及 び 第 四 十 四 条 の 三 中 「 都 道 府 県 」 の 下

に 「 又 は 指 定 都 市 」 を 加 え る 。

附 則

（ 施 行 期 日 ）

第 一 条 （ 同 上 ）

一 （ 同 上 ）
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二 第 二 条 、 第 十 条 （ 構 造 改 革 特 別 区 域 法 第 十 八 条 の 改 正 規 定 に

限 る 。 ） 、 第 十 四 条 （ 地 方 自 治 法 第 二 百 五 十 二 条 の 十 九 、 第 二 百

六 十 条 並 び に 別 表 第 一 騒 音 規 制 法 （ 昭 和 四 十 三 年 法 律 第 九 十 八

号 ） の 項 、 都 市 計 画 法 （ 昭 和 四 十 三 年 法 律 第 百 号 ） の 項 、 都 市

再 開 発 法 （ 昭 和 四 十 四 年 法 律 第 三 十 八 号 ） の 項 、 環 境 基 本 法 （ 平

成 五 年 法 律 第 九 十 一 号 ） の 項 及 び 密 集 市 街 地 に お け る 防 災 街 区

の 整 備 の 促 進 に 関 す る 法 律 （ 平 成 九 年 法 律 第 四 十 九 号 ） の 項 並

び に 別 表 第 二 都 市 再 開 発 法 （ 昭 和 四 十 四 年 法 律 第 三 十 八 号 ） の

項 、 公 有 地 の 拡 大 の 推 進 に 関 す る 法 律 （ 昭 和 四 十 七 年 法 律 第 六

十 六 号 ） の 項 、 大 都 市 地 域 に お け る 住 宅 及 び 住 宅 地 の 供 給 の 促

進 に 関 す る 特 別 措 置 法 （ 昭 和 五 十 年 法 律 第 六 十 七 号 ） の 項 、 密

集 市 街 地 に お け る 防 災 街 区 の 整 備 の 促 進 に 関 す る 法 律 （ 平 成 九

年 法 律 第 四 十 九 号 ） の 項 及 び マ ン シ ョ ン の 建 替 え の 円 滑 化 等 に

関 す る 法 律 （ 平 成 十 四 年 法 律 第 七 十 八 号 ） の 項 の 改 正 規 定 に 限

る 。 ） 、 第 十 七 条 か ら 第 十 九 条 ま で 、 第 二 十 二 条 （ 児 童 福 祉 法 第

二 十 一 条 の 五 の 六 、 第 二 十 一 条 の 五 の 十 五 、 第 二 十 一 条 の 五 の

二 十 三 、 第 二 十 四 条 の 九 、 第 二 十 四 条 の 十 七 、 第 二 十 四 条 の 二

十 八 及 び 第 二 十 四 条 の 三 十 六 の 改 正 規 定 に 限 る 。 ） 、 第 二 十 三 条

か ら 第 二 十 七 条 ま で 、 第 二 十 九 条 か ら 第 三 十 三 条 ま で 、 第 三 十

四 条 （ 社 会 福 祉 法 第 六 十 二 条 、 第 六 十 五 条 及 び 第 七 十 一 条 の 改

正 規 定 に 限 る 。 ） 、 第 三 十 五 条 、 第 三 十 七 条 、 第 三 十 八 条 （ 水 道

二 第 二 条 、 第 七 条 、 第 十 条 （ 構 造 改 革 特 別 区 域 法 第 十 八 条 の 改

正 規 定 に 限 る 。 ） 、 第 十 四 条 （ 地 方 自 治 法 第 二 百 五 十 二 条 の 十 九 、

第 二 百 六 十 条 並 び に 別 表 第 一 騒 音 規 制 法 （ 昭 和 四 十 三 年 法 律 第

九 十 八 号 ） の 項 、 都 市 計 画 法 （ 昭 和 四 十 三 年 法 律 第 百 号 ） の 項 、

都 市 再 開 発 法 （ 昭 和 四 十 四 年 法 律 第 三 十 八 号 ） の 項 、 環 境 基 本

法 （ 平 成 五 年 法 律 第 九 十 一 号 ） の 項 及 び 密 集 市 街 地 に お け る 防

災 街 区 の 整 備 の 促 進 に 関 す る 法 律 （ 平 成 九 年 法 律 第 四 十 九 号 ）

の 項 並 び に 別 表 第 二 都 市 再 開 発 法 （ 昭 和 四 十 四 年 法 律 第 三 十 八

号 ） の 項 、 公 有 地 の 拡 大 の 推 進 に 関 す る 法 律 （ 昭 和 四 十 七 年 法

律 第 六 十 六 号 ） の 項 、 大 都 市 地 域 に お け る 住 宅 及 び 住 宅 地 の 供

給 の 促 進 に 関 す る 特 別 措 置 法 （ 昭 和 五 十 年 法 律 第 六 十 七 号 ） の

項 、 密 集 市 街 地 に お け る 防 災 街 区 の 整 備 の 促 進 に 関 す る 法 律 （ 平

成 九 年 法 律 第 四 十 九 号 ） の 項 及 び マ ン シ ョ ン の 建 替 え の 円 滑 化

等 に 関 す る 法 律 （ 平 成 十 四 年 法 律 第 七 十 八 号 ） の 項 の 改 正 規 定

に 限 る 。 ） 、 第 十 七 条 か ら 第 十 九 条 ま で 、 第 二 十 二 条 （ 児 童 福 祉

法 第 二 十 一 条 の 五 の 六 、 第 二 十 一 条 の 五 の 十 五 、 第 二 十 一 条 の

五 の 二 十 三 、 第 二 十 四 条 の 九 、 第 二 十 四 条 の 十 七 、 第 二 十 四 条

の 二 十 八 及 び 第 二 十 四 条 の 三 十 六 の 改 正 規 定 に 限 る 。 ） 、 第 二 十

三 条 か ら 第 二 十 七 条 ま で 、 第 二 十 九 条 か ら 第 三 十 三 条 ま で 、 第

三 十 四 条 （ 社 会 福 祉 法 第 六 十 二 条 、 第 六 十 五 条 及 び 第 七 十 一 条

の 改 正 規 定 に 限 る 。 ） 、 第 三 十 五 条 、 第 三 十 七 条 、 第 三 十 八 条 （ 水
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法 第 四 十 六 条 、 第 四 十 八 条 の 二 、 第 五 十 条 及 び 第 五 十 条 の 二 の

改 正 規 定 を 除 く 。 ） 、 第 三 十 九 条 、 第 四 十 三 条 （ 職 業 能 力 開 発 促

進 法 第 十 九 条 、 第 二 十 三 条 、 第 二 十 八 条 及 び 第 三 十 条 の 二 の 改

正 規 定 に 限 る 。 ） 、 第 五 十 一 条 （ 感 染 症 の 予 防 及 び 感 染 症 の 患 者

に 対 す る 医 療 に 関 す る 法 律 第 六 十 四 条 の 改 正 規 定 に 限 る 。 ） 、 第

五 十 四 条 （ 障 害 者 自 立 支 援 法 第 八 十 八 条 及 び 第 八 十 九 条 の 改 正

規 定 を 除 く 。 ） 、 第 六 十 五 条 （ 農 地 法 第 三 条 第 一 項 第 九 号 、 第 四

条 、 第 五 条 及 び 第 五 十 七 条 の 改 正 規 定 を 除 く 。 ） 、 第 八 十 七 条 か

ら 第 九 十 二 条 ま で 、 第 九 十 九 条 （ 道 路 法 第 二 十 四 条 の 三 及 び 第

四 十 八 条 の 三 の 改 正 規 定 に 限 る 。 ） 、 第 百 一 条 （ 土 地 区 画 整 理 法

第 七 十 六 条 の 改 正 規 定 に 限 る 。 ） 、 第 百 二 条 （ 道 路 整 備 特 別 措 置

法 第 十 八 条 か ら 第 二 十 一 条 ま で 、 第 二 十 七 条 、 第 四 十 九 条 及 び

第 五 十 条 の 改 正 規 定 に 限 る 。 ） 、 第 百 三 条 、 第 百 五 条 （ 駐 車 場 法

第 四 条 の 改 正 規 定 を 除 く 。 ） 、 第 百 七 条 、 第 百 八 条 、 第 百 十 五 条

（ 首 都 圏 近 郊 緑 地 保 全 法 第 十 五 条 及 び 第 十 七 条 の 改 正 規 定 に 限

る 。 ） 、 第 百 十 六 条 （ 流 通 業 務 市 街 地 の 整 備 に 関 す る 法 律 第 三 条

の 二 の 改 正 規 定 を 除 く 。 ） 、 第 百 十 八 条 （ 近 畿 圏 の 保 全 区 域 の 整

備 に 関 す る 法 律 第 十 六 条 及 び 第 十 八 条 の 改 正 規 定 に 限 る 。 ） 、 第

百 二 十 条 （ 都 市 計 画 法 第 六 条 の 二 、 第 七 条 の 二 、 第 八 条 、 第 十

条 の 二 か ら 第 十 二 条 の 二 ま で 、 第 十 二 条 の 四 、 第 十 二 条 の 五 、

第 十 二 条 の 十 、 第 十 四 条 、 第 二 十 条 、 第 二 十 三 条 、 第 三 十 三 条

道 法 第 四 十 六 条 、 第 四 十 八 条 の 二 、 第 五 十 条 及 び 第 五 十 条 の 二

の 改 正 規 定 を 除 く 。 ） 、 第 三 十 九 条 、 第 四 十 三 条 （ 職 業 能 力 開 発

促 進 法 第 十 九 条 、 第 二 十 三 条 、 第 二 十 八 条 及 び 第 三 十 条 の 二 の

改 正 規 定 に 限 る 。 ） 、 第 五 十 一 条 （ 感 染 症 の 予 防 及 び 感 染 症 の 患

者 に 対 す る 医 療 に 関 す る 法 律 第 六 十 四 条 の 改 正 規 定 に 限 る 。 ） 、

第 五 十 四 条 （ 障 害 者 自 立 支 援 法 第 八 十 八 条 及 び 第 八 十 九 条 の 改

正 規 定 を 除 く 。 ） 、 第 六 十 五 条 （ 農 地 法 第 三 条 第 一 項 第 九 号 、 第

四 条 、 第 五 条 及 び 第 五 十 七 条 の 改 正 規 定 を 除 く 。 ） 、 第 八 十 七 条

か ら 第 九 十 二 条 ま で 、 第 九 十 九 条 （ 道 路 法 第 二 十 四 条 の 三 及 び

第 四 十 八 条 の 三 の 改 正 規 定 に 限 る 。 ） 、 第 百 一 条 （ 土 地 区 画 整 理

法 第 七 十 六 条 の 改 正 規 定 に 限 る 。 ） 、 第 百 二 条 （ 道 路 整 備 特 別 措

置 法 第 十 八 条 か ら 第 二 十 一 条 ま で 、 第 二 十 七 条 、 第 四 十 九 条 及

び 第 五 十 条 の 改 正 規 定 に 限 る 。 ） 、 第 百 三 条 、 第 百 五 条 （ 駐 車 場

法 第 四 条 の 改 正 規 定 を 除 く 。 ） 、 第 百 七 条 、 第 百 八 条 、 第 百 十 五

条 （ 首 都 圏 近 郊 緑 地 保 全 法 第 十 五 条 及 び 第 十 七 条 の 改 正 規 定 に

限 る 。 ） 、 第 百 十 六 条 （ 流 通 業 務 市 街 地 の 整 備 に 関 す る 法 律 第 三

条 の 二 の 改 正 規 定 を 除 く 。 ） 、 第 百 十 八 条 （ 近 畿 圏 の 保 全 区 域 の

整 備 に 関 す る 法 律 第 十 六 条 及 び 第 十 八 条 の 改 正 規 定 に 限 る 。 ） 、

第 百 二 十 条 （ 都 市 計 画 法 第 六 条 の 二 、 第 七 条 の 二 、 第 八 条 、 第

十 条 の 二 か ら 第 十 二 条 の 二 ま で 、 第 十 二 条 の 四 、 第 十 二 条 の 五 、

第 十 二 条 の 十 、 第 十 四 条 、 第 二 十 条 、 第 二 十 三 条 、 第 三 十 三 条
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及 び 第 五 十 八 条 の 二 の 改 正 規 定 を 除 く 。 ） 、 第 百 二 十 一 条 （ 都 市

再 開 発 法 第 七 条 の 四 か ら 第 七 条 の 七 ま で 、 第 六 十 条 か ら 第 六 十

二 条 ま で 、 第 六 十 六 条 、 第 九 十 八 条 、 第 九 十 九 条 の 八 、 第 百 三

十 九 条 の 三 、 第 百 四 十 一 条 の 二 及 び 第 百 四 十 二 条 の 改 正 規 定 に

限 る 。 ） 、 第 百 二 十 五 条 （ 公 有 地 の 拡 大 の 推 進 に 関 す る 法 律 第 九

条 の 改 正 規 定 を 除 く 。 ） 、 第 百 二 十 八 条 （ 都 市 緑 地 法 第 二 十 条 及

び 第 三 十 九 条 の 改 正 規 定 を 除 く 。 ） 、 第 百 三 十 一 条 （ 大 都 市 地 域

に お け る 住 宅 及 び 住 宅 地 の 供 給 の 促 進 に 関 す る 特 別 措 置 法 第 七

条 、 第 二 十 六 条 、 第 六 十 四 条 、 第 六 十 七 条 、 第 百 四 条 及 び 第 百

九 条 の 二 の 改 正 規 定 に 限 る 。 ） 、 第 百 四 十 二 条 （ 地 方 拠 点 都 市 地

域 の 整 備 及 び 産 業 業 務 施 設 の 再 配 置 の 促 進 に 関 す る 法 律 第 十 八

条 及 び 第 二 十 一 条 か ら 第 二 十 三 条 ま で の 改 正 規 定 に 限 る 。 ） 、 第

百 四 十 五 条 、 第 百 四 十 六 条 （ 被 災 市 街 地 復 興 特 別 措 置 法 第 五 条

及 び 第 七 条 第 三 項 の 改 正 規 定 を 除 く 。 ） 、 第 百 四 十 九 条 （ 密 集 市

街 地 に お け る 防 災 街 区 の 整 備 の 促 進 に 関 す る 法 律 第 二 十 条 、 第

二 十 一 条 、 第 百 九 十 一 条 、 第 百 九 十 二 条 、 第 百 九 十 七 条 、 第 二

百 三 十 三 条 、 第 二 百 四 十 一 条 、 第 二 百 八 十 三 条 、 第 三 百 十 一 条

及 び 第 三 百 十 八 条 の 改 正 規 定 に 限 る 。 ） 、 第 百 五 十 五 条 （ 都 市 再

生 特 別 措 置 法 第 五 十 一 条 第 四 項 の 改 正 規 定 に 限 る 。 ） 、 第 百 五 十

六 条 （ マ ン シ ョ ン の 建 替 え の 円 滑 化 等 に 関 す る 法 律 第 百 二 条 の

改 正 規 定 を 除 く 。 ） 、 第 百 五 十 七 条 、 第 百 五 十 八 条 （ 景 観 法 第 五

及 び 第 五 十 八 条 の 二 の 改 正 規 定 を 除 く 。 ） 、 第 百 二 十 一 条 （ 都 市

再 開 発 法 第 七 条 の 四 か ら 第 七 条 の 七 ま で 、 第 六 十 条 か ら 第 六 十

二 条 ま で 、 第 六 十 六 条 、 第 九 十 八 条 、 第 九 十 九 条 の 八 、 第 百 三

十 九 条 の 三 、 第 百 四 十 一 条 の 二 及 び 第 百 四 十 二 条 の 改 正 規 定 に

限 る 。 ） 、 第 百 二 十 五 条 （ 公 有 地 の 拡 大 の 推 進 に 関 す る 法 律 第 九

条 の 改 正 規 定 を 除 く 。 ） 、 第 百 二 十 八 条 （ 都 市 緑 地 法 第 二 十 条 及

び 第 三 十 九 条 の 改 正 規 定 を 除 く 。 ） 、 第 百 三 十 一 条 （ 大 都 市 地 域

に お け る 住 宅 及 び 住 宅 地 の 供 給 の 促 進 に 関 す る 特 別 措 置 法 第 七

条 、 第 二 十 六 条 、 第 六 十 四 条 、 第 六 十 七 条 、 第 百 四 条 及 び 第 百

九 条 の 二 の 改 正 規 定 に 限 る 。 ） 、 第 百 四 十 二 条 （ 地 方 拠 点 都 市 地

域 の 整 備 及 び 産 業 業 務 施 設 の 再 配 置 の 促 進 に 関 す る 法 律 第 十 八

条 及 び 第 二 十 一 条 か ら 第 二 十 三 条 ま で の 改 正 規 定 に 限 る 。 ） 、 第

百 四 十 五 条 、 第 百 四 十 六 条 （ 被 災 市 街 地 復 興 特 別 措 置 法 第 五 条

及 び 第 七 条 第 三 項 の 改 正 規 定 を 除 く 。 ） 、 第 百 四 十 九 条 （ 密 集 市

街 地 に お け る 防 災 街 区 の 整 備 の 促 進 に 関 す る 法 律 第 二 十 条 、 第

二 十 一 条 、 第 百 九 十 一 条 、 第 百 九 十 二 条 、 第 百 九 十 七 条 、 第 二

百 三 十 三 条 、 第 二 百 四 十 一 条 、 第 二 百 八 十 三 条 、 第 三 百 十 一 条

及 び 第 三 百 十 八 条 の 改 正 規 定 に 限 る 。 ） 、 第 百 五 十 五 条 （ 都 市 再

生 特 別 措 置 法 第 五 十 一 条 第 四 項 の 改 正 規 定 に 限 る 。 ） 、 第 百 五 十

六 条 （ マ ン シ ョ ン の 建 替 え の 円 滑 化 等 に 関 す る 法 律 第 百 二 条 の

改 正 規 定 を 除 く 。 ） 、 第 百 五 十 七 条 、 第 百 五 十 八 条 （ 景 観 法 第 五
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十 七 条 の 改 正 規 定 に 限 る 。 ） 、 第 百 六 十 条 （ 地 域 に お け る 多 様 な

需 要 に 応 じ た 公 的 賃 貸 住 宅 等 の 整 備 等 に 関 す る 特 別 措 置 法 第 六

条 第 五 項 の 改 正 規 定 （ 「 第 二 項 第 二 号 イ 」 を 「 第 二 項 第 一 号 イ 」

に 改 め る 部 分 を 除 く 。 ） 並 び に 同 法 第 十 一 条 及 び 第 十 三 条 の 改 正

規 定 に 限 る 。 ） 、 第 百 六 十 二 条 （ 高 齢 者 、 障 害 者 等 の 移 動 等 の 円

滑 化 の 促 進 に 関 す る 法 律 第 十 条 、 第 十 二 条 、 第 十 三 条 、 第 三 十

六 条 第 二 項 及 び 第 五 十 六 条 の 改 正 規 定 に 限 る 。 ） 、 第 百 六 十 五 条

（ 地 域 に お け る 歴 史 的 風 致 の 維 持 及 び 向 上 に 関 す る 法 律 第 二 十

四 条 及 び 第 二 十 九 条 の 改 正 規 定 に 限 る 。 ） 、 第 百 六 十 九 条 、 第 百

七 十 一 条 （ 廃 棄 物 の 処 理 及 び 清 掃 に 関 す る 法 律 第 二 十 一 条 の 改

正 規 定 に 限 る 。 ） 、 第 百 七 十 四 条 、 第 百 七 十 八 条 、 第 百 八 十 二 条

（ 環 境 基 本 法 第 十 六 条 及 び 第 四 十 条 の 二 の 改 正 規 定 に 限 る 。 ） 及

び 第 百 八 十 七 条 （ 鳥 獣 の 保 護 及 び 狩 猟 の 適 正 化 に 関 す る 法 律 第

十 五 条 の 改 正 規 定 、 同 法 第 二 十 八 条 第 九 項 の 改 正 規 定 （ 「 第 四 条

第 三 項 」 を 「 第 四 条 第 四 項 」 に 改 め る 部 分 を 除 く 。 ） 、 同 法 第 二

十 九 条 第 四 項 の 改 正 規 定 （ 「 第 四 条 第 三 項 」 を 「 第 四 条 第 四 項 」

に 改 め る 部 分 を 除 く 。 ） 並 び に 同 法 第 三 十 四 条 及 び 第 三 十 五 条 の

改 正 規 定 に 限 る 。 ） の 規 定 並 び に 附 則 第 十 三 条 、 第 十 五 条 か ら 第

二 十 四 条 ま で 、 第 二 十 五 条 第 一 項 、 第 二 十 六 条 、 第 二 十 七 条 第

一 項 か ら 第 三 項 ま で 、 第 三 十 条 か ら 第 三 十 二 条 ま で 、 第 三 十 八

条 、 第 四 十 四 条 、 第 四 十 六 条 第 一 項 及 び 第 四 項 、 第 四 十 七 条 か

十 七 条 の 改 正 規 定 に 限 る 。 ） 、 第 百 六 十 条 （ 地 域 に お け る 多 様 な

需 要 に 応 じ た 公 的 賃 貸 住 宅 等 の 整 備 等 に 関 す る 特 別 措 置 法 第 六

条 第 五 項 の 改 正 規 定 （ 「 第 二 項 第 二 号 イ 」 を 「 第 二 項 第 一 号 イ 」

に 改 め る 部 分 を 除 く 。 ） 並 び に 同 法 第 十 一 条 及 び 第 十 三 条 の 改 正

規 定 に 限 る 。 ） 、 第 百 六 十 二 条 （ 高 齢 者 、 障 害 者 等 の 移 動 等 の 円

滑 化 の 促 進 に 関 す る 法 律 第 十 条 、 第 十 二 条 、 第 十 三 条 、 第 三 十

六 条 第 二 項 及 び 第 五 十 六 条 の 改 正 規 定 に 限 る 。 ） 、 第 百 六 十 五 条

（ 地 域 に お け る 歴 史 的 風 致 の 維 持 及 び 向 上 に 関 す る 法 律 第 二 十

四 条 及 び 第 二 十 九 条 の 改 正 規 定 に 限 る 。 ） 、 第 百 六 十 九 条 、 第 百

七 十 一 条 （ 廃 棄 物 の 処 理 及 び 清 掃 に 関 す る 法 律 第 二 十 一 条 の 改

正 規 定 に 限 る 。 ） 、 第 百 七 十 四 条 、 第 百 七 十 八 条 、 第 百 八 十 二 条

（ 環 境 基 本 法 第 十 六 条 及 び 第 四 十 条 の 二 の 改 正 規 定 に 限 る 。 ） 及

び 第 百 八 十 七 条 （ 鳥 獣 の 保 護 及 び 狩 猟 の 適 正 化 に 関 す る 法 律 第

十 五 条 の 改 正 規 定 、 同 法 第 二 十 八 条 第 九 項 の 改 正 規 定 （ 「 第 四 条

第 三 項 」 を 「 第 四 条 第 四 項 」 に 改 め る 部 分 を 除 く 。 ） 、 同 法 第 二

十 九 条 第 四 項 の 改 正 規 定 （ 「 第 四 条 第 三 項 」 を 「 第 四 条 第 四 項 」

に 改 め る 部 分 を 除 く 。 ） 並 び に 同 法 第 三 十 四 条 及 び 第 三 十 五 条 の

改 正 規 定 に 限 る 。 ） の 規 定 並 び に 附 則 第 十 三 条 、 第 十 五 条 か ら 第

二 十 四 条 ま で 、 第 二 十 五 条 第 一 項 、 第 二 十 六 条 、 第 二 十 七 条 第

一 項 か ら 第 三 項 ま で 、 第 三 十 条 か ら 第 三 十 二 条 ま で 、 第 三 十 八

条 、 第 四 十 四 条 、 第 四 十 六 条 第 一 項 及 び 第 四 項 、 第 四 十 七 条 か
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ら 第 四 十 九 条 ま で 、 第 五 十 一 条 か ら 第 五 十 三 条 ま で 、 第 五 十 五

条 、 第 五 十 八 条 、 第 五 十 九 条 、 第 六 十 一 条 か ら 第 六 十 九 条 ま で 、

第 七 十 一 条 、 第 七 十 二 条 第 一 項 か ら 第 三 項 ま で 、 第 七 十 四 条 か

ら 第 七 十 六 条 ま で 、 第 七 十 八 条 、 第 八 十 条 第 一 項 及 び 第 三 項 、

第 八 十 三 条 、 第 八 十 七 条 （ 地 方 税 法 第 五 百 八 十 七 条 の 二 及 び 附

則 第 十 一 条 の 改 正 規 定 を 除 く 。 ） 、 第 八 十 九 条 、 第 九 十 条 、 第 九

十 二 条 （ 高 速 自 動 車 国 道 法 第 二 十 五 条 の 改 正 規 定 に 限 る 。 ） 、 第

百 一 条 、 第 百 二 条 、 第 百 五 条 か ら 第 百 七 条 ま で 、 第 百 十 二 条 、

第 百 十 七 条 （ 地 域 に お け る 多 様 な 主 体 の 連 携 に よ る 生 物 の 多 様

性 の 保 全 の た め の 活 動 の 促 進 等 に 関 す る 法 律 （ 平 成 二 十 二 年 法

律 第 七 十 二 号 ） 第 四 条 第 八 項 の 改 正 規 定 に 限 る 。 ） 、 第 百 十 九 条

並 び に 第 百 二 十 三 条 第 二 項 の 規 定 平 成 二 十 四 年 四 月 一 日

三 ～ 六 （ 略 ）

第 九 十 六 条 削 除

ら 第 四 十 九 条 ま で 、 第 五 十 一 条 か ら 第 五 十 三 条 ま で 、 第 五 十 五

条 、 第 五 十 八 条 、 第 五 十 九 条 、 第 六 十 一 条 か ら 第 六 十 九 条 ま で 、

第 七 十 一 条 、 第 七 十 二 条 第 一 項 か ら 第 三 項 ま で 、 第 七 十 四 条 か

ら 第 七 十 六 条 ま で 、 第 七 十 八 条 、 第 八 十 条 第 一 項 及 び 第 三 項 、

第 八 十 三 条 、 第 八 十 七 条 （ 地 方 税 法 第 五 百 八 十 七 条 の 二 及 び 附

則 第 十 一 条 の 改 正 規 定 を 除 く 。 ） 、 第 八 十 九 条 、 第 九 十 条 、 第 九

十 二 条 （ 高 速 自 動 車 国 道 法 第 二 十 五 条 の 改 正 規 定 に 限 る 。 ） 、 第

九 十 六 条 、 第 百 一 条 、 第 百 二 条 、 第 百 五 条 か ら 第 百 七 条 ま で 、

第 百 十 二 条 、 第 百 十 七 条 （ 地 域 に お け る 多 様 な 主 体 の 連 携 に よ

る 生 物 の 多 様 性 の 保 全 の た め の 活 動 の 促 進 等 に 関 す る 法 律 （ 平

成 二 十 二 年 法 律 第 七 十 二 号 ） 第 四 条 第 八 項 の 改 正 規 定 に 限 る 。 ） 、

第 百 十 九 条 並 び に 第 百 二 十 三 条 第 二 項 の 規 定 平 成 二 十 四 年 四

月 一 日

三 ～ 六 （ 同 上 ）

（ 住 民 基 本 台 帳 法 の 一 部 改 正 ）

第 九 十 六 条 住 民 基 本 台 帳 法 （ 昭 和 四 十 二 年 法 律 第 八 十 一 号 ） の 一

部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

別 表 第 二 の 一 の 項 を 同 表 の 一 の 二 の 項 と し 、 同 項 の 前 に 次 の よ

う に 加 え る 。

一 指 定 都 市 特 定 非 営 利 活 動 促 進 法 に よ る 同 法 第 十 条 第 一
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の 長 項 の 認 証 、 同 法 第 二 十 三 条 第 二 項 の 届 出 又 は

同 法 第 三 十 四 条 第 三 項 の 認 証 に 関 す る 事 務 で

あ っ て 総 務 省 令 で 定 め る も の

別 表 第 四 の 一 の 項 を 同 表 の 一 の 二 の 項 と し 、 同 項 の 前 に 次 の よ

う に 加 え る 。

一 指 定 都 市 特 定 非 営 利 活 動 促 進 法 に よ る 同 法 第 十 条 第 一

の 長 項 の 認 証 、 同 法 第 二 十 三 条 第 二 項 の 届 出 又 は

同 法 第 三 十 四 条 第 三 項 の 認 証 に 関 す る 事 務 で

あ つ て 総 務 省 令 で 定 め る も の


